
日時：令和５年１１月１７日（金）
午前１０時００分～１１時３０分

場所：１４Ａ会議室

１．開 会
２．挨 拶
３．議 事

諮問事項
議案第１号

宇都宮市景観計画の一部変更について
宇都宮市景観計画のゾーニングの変更（公開）

議案第２号
都心部における良好な景観形成の推進について
一定規模以上の建築物等への積極的な景観の誘導（公開）

４．その他
５．閉 会

第２６回宇都宮市景観審議会



宇都宮市景観計画の⼀部変更について
宇都宮市景観計画のゾーニングの変更

【趣旨】
景観計画のゾーニングの変更について諮るもの

議案第１号
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関連する計画等 区域
宇都宮市⽴地適正化計画 ⾼次都市機能誘導区域

(市の中⼼部に配置・形成し，都市の活⼒や競争⼒をけん引する「都市
拠点」を核に，「中⼼市街地活性化計画」の区域と⼟地利⽤(商業地域)
を勘案した場所に⾼次で多様な都市機能を集積する区域)

宇都宮市都⼼部まちづくり貢献開発⽀援事業
⾼度利⽤地区指定⽅針
宇都宮市都⼼部まちづくりプラン 施策を重点的に展開する都市拠点内の枢要なエリア

(駅⻄側の⼤通り沿線を中⼼に，都⼼環状線や⾼次都市機能誘導区域，
都⼼部地区市街地総合再⽣計画等を考慮したエリア）

※都⼼景観ゾーンとは・・・古くから宇都宮市の中⼼として栄え，JR宇都宮駅等の市の⽞関⼝を有し，また，商業・業務
の中枢をなすゾーン（上位計画である都市計画マスタープランと整合）

⑴ 現状と課題
・ 平成３１年に策定された景観計画では，上位計画である都市計画マスタープランと整合を図り，⼟地利⽤の状

況等から５つのゾーンに分け，景観特性に応じて，景観形成の⽅針を⽰し，緩やかな規制・誘導を⾏い，地域の
特徴である景観資源を活かした良好な景観づくりを推進している。

・ 現在の都⼼景観ゾーン※は，都⼼環状線の内側を区域として，宇都宮の「顔」に相応しい景観が形成されるよ
う，景観形成の⽅向性を⽰し，取組みを推進している。

・ ＪＲ宇都宮駅東側のまちびらきによる拠点の形成やLRTの開業などにより，都⼼景観ゾーンの外側の住宅地景
観ゾーンにおいても⺠間開発が活性化するなど，景観を取り巻く環境が変化することで，現状のゾーニングとの
相違が⽣じる恐れがある。

・ 都⼼部については，関連する計画である「宇都宮市⽴地適正化計画」において⾼次な都市機能が誘導されると
ともに，「宇都宮市都⼼部まちづくりプラン」においても，⼈中⼼の居⼼地の良い空間の形成のまちづくりが推
進されることで，都⼼環状線の外側においても都⼼の景観特性を要するエリアがさらに拡⼤する可能性がある。
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⑶ ゾーニングの変更（都⼼景観ゾーンの区域の変更）

都⼼景観ゾーン 住宅地景観ゾーン都⼼景観ゾーン

【変更前】 【変更後】

※住宅地景観ゾーンとは・・・主に市街化区域内のゾーンで，住宅地⼜は住宅と店舗等との混在するゾーン

⑵ 対応⽅針
社会環境の変化に対応するとともに，NCCを具現化するため，⾼次な都市機能の誘導による都市拠点の形成を，

より推進する区域と⼀体的となり，良好な景観形成の取組みを推進することで，都⼼部において質の⾼い都市空
間が創出されるよう，現在の都⼼景観ゾーンを⾒直し，統⼀的な景観形成を進める。

住宅地景観ゾーン



【議案第1号】宇都宮市景観計画の⼀部変更について

5

⑷ 変更に係る景観計画本編の修正箇所

修正箇所 修正前 修正後
P35 表2
ゾーン別
の景観特
性

【都⼼景観ゾーン】
都⼼環状線の内側のゾーンで，古くから宇都宮市
の中⼼として栄え，JR宇都宮駅等の市の⽞関⼝を
有し，また，商業・業務の中枢をなすゾーン

【都⼼景観ゾーン】
都市の活⼒や競争⼒をけん引する都市拠点の核と
なるゾーンで，宇都宮市の中⼼として栄え，JR宇
都宮駅等の市の⽞関⼝を有し，また，商業・業務
の中枢をなすゾーン

P36     
地域別の
景観類型
図

Ｐ44  
ゾーン別
⽅針

【快適な市街地の住宅地景観ゾーン】
・⼟地区画整理事業に合わせた，歴史・⽂化の保
全と新たな住宅地景観の形成
→⼩幡・清住の旧街道の歴史と新たな街並みが調
和した，良好な住宅地景観，街路景観を形成しま
す。

【宇都宮の「顔」となっている都⼼景観ゾーン】
・⼟地区画整理事業に合わせた，歴史・⽂化の保
全と新たな住宅地景観の形成
→⼩幡・清住の旧街道の歴史と新たな街並みが調
和した，良好な住宅地景観，街路景観を形成しま
す。

ゾーニングの変更に係る関連箇所のみを変更
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⑸ 変更に伴う影響と効果

影響 ・⾊彩景観ガイドラインの望ましい⾊彩の範囲が変わる。【誘導基準】
＊景観形成の特性を踏まえたゾーニングに沿った⾊彩の誘導基準に変更

効果 ・洗練されたイメージを損なわないような明るい⾊彩を基調とし，個性や魅⼒
が光るアクセント⾊を効果的に⽤いることで，賑わいのある都市景観に誘導す
ることができる。（住宅地⇒都⼼）
・低明度の⾊彩を使⽤することで，落ち着きのある飽きのこない⾊彩景観に誘
導することができる。（都⼼⇒住宅地）
・他施策との整合を図ることができるため，質の⾼い都⼼部の景観形成を⼀体
的に⾏うことができる。

【変更点】
・景観計画に基づく⾏為の制限（景観形成基準）については，変更無し

【規制・誘導基準】
・⾊彩景観ガイドラインの⾊彩誘導の基準については，変更有り【誘導基準】
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⑹ 今後のスケジュール（案）
１２⽉１⽇〜２２⽇ パブリックコメント

令和６年 １⽉ 景観審議会
２⽉ 都市計画審議会，告⽰，周知開始

令和６年 ４⽉〜 宇都宮市景観計画施⾏



都⼼部における良好な景観形成の推進について
⼀定規模以上の建築物等への積極的な景観の誘導

【趣旨】
（仮称）景観事前協議制度の内容について諮るもの

議案第２号
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（仮称）景観事前協議制度について
⑴ 導⼊の考え⽅

景観計画に基づく⾏為の制限（景観形成基準）による規制・誘導について，景観法
の届出前の計画段階から，積極的に協議・調整を⾏うことで，より景観に配慮した建
築物等になるよう仕組みを導⼊する。

【制度の位置付け】
宇都宮市景観条例，景観条例施⾏規則に基づく制度（令和6年3⽉議会上程）

⑵ 対象規模
景観計画の届出の規模と同様の建築物等に対し，事前協議制度を義務。
①都⼼景観ｿﾞｰﾝ：⼤規模建築物等（⾼さ10ｍ⼜は建築⾯積1,000㎡を超えるもの等)
②景観形成重点地区，景観形成推進地区：確認申請が必要なもの

⑶ 協議開始時期等（①，②共通）
・⼤規模建築物等（⾏為着⼿の90⽇前まで）
・⼤規模建築物等以外の規模（⾏為着⼿の60⽇前まで）

⑷ 対象区域，⑸ 外部委員会への付議，⑹ 事前協議に係る勧告
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⑷ 対象区域
① 都⼼景観ゾーン

都⼼部における質の⾼い都市空間の形成を促進するため，景観計画のゾーニング
である「都⼼景観ゾーン」を対象区域として設定

② 景観形成重点地区，景観形成推進地区
景観計画において特に重点的に景観形成を推進する必要がある地域として指定し

ている「景観形成重点地区，景観形成推進地区」を対象区域として設定

・ 景観形成重点地区（６地区）：宇都宮駅東⼝，⼤通り，⽩沢，雀宮駅周辺，
岡本駅周辺，⼤⾕

・ 景観形成推進地区（１地区）：中⾥原
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都⼼景観ゾーン
岡本駅周辺地区

雀宮駅周辺地区

中⾥原地区
⼤⾕地区

⽩沢地区

【都⼼景観ゾーン】

都⼼景観ゾーン

宇都宮駅東⼝地区

⼤通り地区

【対象区域図】

【凡例】

景観形成重点地区，景観形成推進地区
都⼼景観ゾーン
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⑸ 外部委員会への付議
・ 事前協議の対象の内，周辺の景観に著しく影響を及ぼす⼤規模建築物等※につ

いては，より景観に配慮した建築物等となるよう，建築物等の形態・意匠や緑化
の計画等に対し，学識経験者等で組織する外部委員会（景観審議会の専⾨部会）
に意⾒を聴き，専⾨的視点を踏まえた積極的な誘導を⾏う。
※⼤規模建築物等：⾼さ１０ｍ⼜は建築⾯積１，０００㎡を超える建築物等

・ 周辺の景観に著しく影響がある建築物等については，規模に関係なく外部委員
会へ意⾒を聴く。

ア 外部委員会の設置の考え⽅
本市の景観⾏政や地域特性を⼗分に理解している景観審議会の学識経験者を基

本とし，本市の⾃然環境や歴史，計画地の周辺の街並みなど，地域の特性を踏ま
えた的確な協議・調整を⾏う。

【審議事項等】
・ 景観形成重点地区の指定基準，都⼼部の景観形成の⼿引き，⾊彩景観ガイドライン等に

基づき協議・調整を実施
⇒ 建築物等の配置，ボリューム，意匠，⾊彩，緑化，屋外広告物，周辺の景観との調和 等
※ 協議結果については，景観審議会へ報告するものとする。
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イ 景観審議会と専⾨部会の関係性
○景観審議会の主な役割

⇒ 良好な景観の形成に関する重要な事項を調査審議するもの。
・景観計画の策定・変更に関すること
・景観形成重点地区等の指定に関すること
・景観重要建造物の指定に関すること
・景観重要樹⽊の指定に関すること
・良好な景観の形成の推進に関すること
・景観法第１６条第３項の勧告に関すること
・景観法第１７条第１項⼜は第５項の命令に関すること
・景観条例に基づく事前協議制度に係る勧告に関すること

○専⾨部会の役割
⇒ 建築物など，より詳細な部分について協議・調整するもの。
・景観条例に基づく事前協議に関すること
・事前協議に関する指導及び助⾔に関すること

協議結果の報告（景観審議会開催時に随時報告）
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ウ 景観デザイン専⾨部会（案）
専⾨部会については，景観を作り出す要素である建築，都市計画，⾊彩に加え，

緑化や周辺環境との調和などについて専⾨的知識に基づき協議を⾏う。
※分野などについては，他市事例を参考に設定

【専⾨部会委員の専⾨分野】
・ 建築
・ 景観
・ 都市計画
・ デザイン
・ ⾊彩
・ ランドスケープ
※3名程度を想定
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⾏政 会議
分野

建築 景観 都市
計画

デザ
イン ⾊彩 ランドス

ケープ サイン 照明 歴史
⽂化

世⽥⾕区 事前調整会議
・せたがや⾵景デザイナー ○ ― ○ ― ○ ○ ○ ― ―

姫路市 デザイン事前協議
・景観・広告物審議会デザイン部会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ―

茨⽊市 事前協議
・景観アドバイザー委員 ― ― ○ ○ ― ○ ― ― ―

浦安市 事前協議
・景観評価委員 ○ ― ― ― ○ ― ― ― ―

川崎市 事前協議制度（景観アドバイザー会議）
・景観アドバイザー制度 ○ ― ○ ― ○ ○ ― ― ―

京都市 事前協議制度（景観デザインレビュー）
・歴史的景観アドバイザー ○ ○ ○ ― ― ○ ― ― ○

⻑崎市 事前協議制度
・ながさきデザイン会議 ○ ― ― ○ ― ○ ― ― ―

神⼾市 景観デザイン協議制度
・景観アドバイザー専⾨部会 ○ ― ○ ― ― ○ ― ○ ―

松本市 景観事前協議制度
・景観評価会 ○ ○ ― ○ ― ― ― ― ―

【参考】事前協議制度の他市事例
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⑹ 事前協議に係る勧告
・ より景観に配慮した建築物となるよう設計段階においても積極的に協議・調整

を⾏うための制度であることから，以下の場合には，条例に基づき勧告を⾏える制
度とする。
⑴ 事前協議をしない場合，⼜は虚偽の内容に基づいて協議をしたとき
⑵ 変更に係る事前協議をしない場合，⼜は虚偽の内容に基づいて協議をしたとき
⑶ 事前協議を成⽴させることができなかった場合で，景観法の届出を⾏ったとき
⑷ 事前協議を成⽴させることができなかった場合で，景観法の届出をせず，⾏為

に着⼿したとき

・ 勧告を⾏う場合については，より慎重に判断する必要があることから，景観法
に基づく勧告などと同様に景観審議会に意⾒を聴くものとする。

・ なお，相当の理由がない場合において勧告に従わなかった場合については，公
表できるものとする。
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【参考】勧告が適⽤される場合
⑴ 虚偽の内容に基づいて協議をしたとき，⼜は虚偽の内容に基づいて変更に係る協議をしたとき
⑵ 事前協議をしない場合，⼜は変更に係る事前協議をしない場合
⑶ 事前協議を成⽴させず，景観法の届出を⾏ったとき
⑷ 事前協議を成⽴させず，景観法の届出もせず，⾏為に着⼿したとき※

⇒ 勧告を⾏う場合は，景観審議会に意⾒を聴く。
申請者 宇都宮市 申請者 宇都宮市 申請者

事前協議の申出 事前協議結果の通知 景観法の届出 適合通知交付 ⾏為着⼿

⑵事前協議（変更）をせず届出

⑶事前協議（変更）を成⽴させず届出

⑷事前協議（変更）を成⽴させず，届出もせず，⾏為に着⼿※

⑴虚偽の内容で事前協議（変更）を実施

※⑷事前協議（変更）を成⽴させず，届出もせず，⾏為に着⼿した場合，景観法の罰則の対象。（法第１０３条）
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【参考】事前協議の流れ（フロー図）

＊再度協議
・協議内容に変更がある場合
・市の意⾒に対する配慮がない場合など

＊⾏為着⼿予定の９０⽇前（６０⽇前）まで

市の意⾒書作成

提出

＊⾏為着⼿予定の３０⽇前まで

外部委員会付議の判断

窓⼝相談

事前協議書の申出※１

建主等 宇都宮市（景観⾏政団体）
⼿続き等の説明

申請書の受理

外部委員会の開催※２

意⾒書受領

回答書作成 協議終了の判断※３

結果通知の発送

ホームページ公表

結果の反映

景観法（届出）

意⾒の取りまとめ

外部委員会（専⾨部会）

⺠間開発・⾏政計画

通知

通知

※ １ ⼤規模建築物等
⾼さ１０ｍを超える⼜は建築⾯

積１，０００㎡を超える建築物等
（景観法第１６条届出対象規模）

⾏為（⼯事）の着⼿

提出

※２ 外部委員会の開催
2か⽉に1回，⾮公開で実施

⼤規模建築物等※１に該当

⼤規模建築物等※１⾮該当

景観審議会に随時報告

○

×

＊協議結果の報告

※３ 協議終了の判断
市の意⾒書に対し，回答書の

中で⼀定以上配慮した計画の場
合，協議終了と判断
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⑺ 今後のスケジュール（案）
令和５年１２⽉１⽇〜２２⽇ パブリックコメント
令和６年 １⽉ 景観審議会

３⽉ 議会上程（宇都宮市景観条例の⼀部改正）
令和６年 ４⽉〜 制度の周知（事前協議制度）

７⽉〜 景観条例の⼀部改正（施⾏）
事前協議制度の運⽤開始
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【報告事項】「都⼼部の景観形成の⼿引き」の対象区域の変更について
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都⼼部の良好な景観形成の推進のために令和５年９⽉から導⼊した「都⼼部の景観
形成の⼿引き」についても，景観計画における「都⼼景観ゾーン」の変更に併せて対
象区域を⾒直し，規制・誘導の強化に取組んでいく。

【変更前】 【変更後】


